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第第第第８９８９８９８９号議案号議案号議案号議案    

東三河広域連合規約の変更について東三河広域連合規約の変更について東三河広域連合規約の変更について東三河広域連合規約の変更について    

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２９１条の３第１項の規定に基づ地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２９１条の３第１項の規定に基づ地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２９１条の３第１項の規定に基づ地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２９１条の３第１項の規定に基づ

き東三河広域連合規約を次のとおり変更することについて、同法第２９１条のき東三河広域連合規約を次のとおり変更することについて、同法第２９１条のき東三河広域連合規約を次のとおり変更することについて、同法第２９１条のき東三河広域連合規約を次のとおり変更することについて、同法第２９１条の

１１の規定に基づき議会の議決を求める１１の規定に基づき議会の議決を求める１１の規定に基づき議会の議決を求める１１の規定に基づき議会の議決を求める。。。。    

令和令和令和令和３３３３年年年年１２１２１２１２月月月月９９９９日提出日提出日提出日提出    

豊川市長豊川市長豊川市長豊川市長    竹竹竹竹    本本本本    幸幸幸幸    夫夫夫夫    

    

    

東三河広域連合規約の一部を変更する規約東三河広域連合規約の一部を変更する規約東三河広域連合規約の一部を変更する規約東三河広域連合規約の一部を変更する規約    

東三河広域連合規約（平成２７年１月３０日愛知県知事許可）の一部を次の東三河広域連合規約（平成２７年１月３０日愛知県知事許可）の一部を次の東三河広域連合規約（平成２７年１月３０日愛知県知事許可）の一部を次の東三河広域連合規約（平成２７年１月３０日愛知県知事許可）の一部を次の

ように変更するように変更するように変更するように変更する。。。。    

改正後改正後改正後改正後    改正前改正前改正前改正前    

（広域連合の処理する事務）（広域連合の処理する事務）（広域連合の処理する事務）（広域連合の処理する事務）    （広域連合の処理する事務）（広域連合の処理する事務）（広域連合の処理する事務）（広域連合の処理する事務）    

第４条第４条第４条第４条    広域連合は、次に掲げる事務を処理広域連合は、次に掲げる事務を処理広域連合は、次に掲げる事務を処理広域連合は、次に掲げる事務を処理

する。する。する。する。    

第４条第４条第４条第４条    広域連合は、次に掲げる事務を処理広域連合は、次に掲げる事務を処理広域連合は、次に掲げる事務を処理広域連合は、次に掲げる事務を処理

する。する。する。する。    

((((１１１１))))～～～～(12)(12)(12)(12)    ((((略略略略))))    ((((１１１１))))～～～～(12)(12)(12)(12)    ((((略略略略))))    

(13)(13)(13)(13)    山村都市交流拠点施設の整備に関す山村都市交流拠点施設の整備に関す山村都市交流拠点施設の整備に関す山村都市交流拠点施設の整備に関す

る事務る事務る事務る事務    
    

(14)(14)(14)(14)    ((((略略略略))))    (13)(13)(13)(13)    ((((略略略略))))    

（広域連合の経費の支弁の方法）（広域連合の経費の支弁の方法）（広域連合の経費の支弁の方法）（広域連合の経費の支弁の方法）    （広域連合の経費の支弁の方法）（広域連合の経費の支弁の方法）（広域連合の経費の支弁の方法）（広域連合の経費の支弁の方法）    

第第第第17171717条条条条    広域連合の経費は、次に掲げる収入広域連合の経費は、次に掲げる収入広域連合の経費は、次に掲げる収入広域連合の経費は、次に掲げる収入

をもって充てる。をもって充てる。をもって充てる。をもって充てる。    

第第第第17171717条条条条    広域連合の経費は、次に掲げる収入広域連合の経費は、次に掲げる収入広域連合の経費は、次に掲げる収入広域連合の経費は、次に掲げる収入

をもって充てる。をもって充てる。をもって充てる。をもって充てる。    

((((１１１１))))～～～～((((３３３３))))    ((((略略略略))))    ((((１１１１))))～～～～((((３３３３))))    ((((略略略略))))    

((((４４４４))))    地方債地方債地方債地方債        

((((５５５５))))    ((((略略略略))))    ((((４４４４))))    ((((略略略略))))    

２２２２    ((((略略略略))))    ２２２２    ((((略略略略))))    

別表（第別表（第別表（第別表（第17171717条関係）条関係）条関係）条関係）    別表（第別表（第別表（第別表（第17171717条関係）条関係）条関係）条関係）    

    経費の区分経費の区分経費の区分経費の区分    負担割合負担割合負担割合負担割合            経費の区分経費の区分経費の区分経費の区分    負担割合負担割合負担割合負担割合        

    ((((略略略略))))            ((((略略略略))))        

    第４条第第４条第第４条第第４条第12121212号に規定す号に規定す号に規定す号に規定す

る事務に係る経費る事務に係る経費る事務に係る経費る事務に係る経費    

人口割人口割人口割人口割            第４条第第４条第第４条第第４条第12121212号に規定す号に規定す号に規定す号に規定す

る事務に係る経費る事務に係る経費る事務に係る経費る事務に係る経費    

人口割人口割人口割人口割        

    第４条第第４条第第４条第第４条第13131313号に規定す号に規定す号に規定す号に規定す

る事務に係る経費る事務に係る経費る事務に係る経費る事務に係る経費    

豊橋市豊橋市豊橋市豊橋市    1,0001,0001,0001,000

分の分の分の分の412412412412    

豊川市豊川市豊川市豊川市    1,0001,0001,0001,000

分の分の分の分の201201201201    

蒲郡市蒲郡市蒲郡市蒲郡市    1,0001,0001,0001,000    

                    



- 2 - 

        分の分の分の分の80808080    

新城市新城市新城市新城市    1,0001,0001,0001,000

分の分の分の分の61616161    

田原市田原市田原市田原市    1,0001,0001,0001,000

分の分の分の分の246246246246    

                    

    第４条第第４条第第４条第第４条第11114444号号号号に規定すに規定すに規定すに規定す

る事務に係る経費る事務に係る経費る事務に係る経費る事務に係る経費    

人口割人口割人口割人口割            第４条第第４条第第４条第第４条第13131313号号号号に規定すに規定すに規定すに規定す

る事務に係る経費る事務に係る経費る事務に係る経費る事務に係る経費    

人口割人口割人口割人口割        

備考備考備考備考    ((((略略略略))))    備考備考備考備考    ((((略略略略))))    

附附附附    則則則則    

このこのこのこの規約規約規約規約は、令和は、令和は、令和は、令和４４４４年年年年４４４４月月月月１１１１日から施行する。日から施行する。日から施行する。日から施行する。    

    

    

    

    

 

                    理理理理    由由由由 

    この案を提出するのは、この案を提出するのは、この案を提出するのは、この案を提出するのは、東三河広域連合に東三河広域連合に東三河広域連合に東三河広域連合においておいておいておいて山村都市交流拠点施設の整山村都市交流拠点施設の整山村都市交流拠点施設の整山村都市交流拠点施設の整

備に関する事務を備に関する事務を備に関する事務を備に関する事務を実施するため実施するため実施するため実施するため必要があるからである。必要があるからである。必要があるからである。必要があるからである。    

 

 

    


